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申請の手引き」に関して、よくある質問と回答をまとめたものとなります。 

補助金の交付申請や実績報告等に関して、参考にご利用ください。 
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１ 全般 

Ｑ１ いつ以降に工事請負契約をしたものが対象となりますか。 

Ａ１ 原則、交付決定日以降に工事請負契約を締結したものが対象となります。ただし、交付申請か

ら交付決定までの期間に補助対象設備の工事を開始したい場合には、交付申請時に事前着手届を

ご提出ください（事前着手届は、交付を保証するものではありません。）。 

 

Ｑ２ ２か年度事業として申請をすることは可能ですか。 

Ａ２ 単年度で事業完了する事業のみ申請可能です。 

 

Ｑ３ 他の補助金との併用は可能ですか。 

Ａ３ 原則、他の補助金を活用して実施する事業は補助対象外となります。ただし、市町村等がその

一般財源により実施する補助事業など併用可能な場合がありますので、併用を検討されている場

合は窓口までご相談ください。 

 

 

２ 応募申請時の提出書類 

Ｑ１ 事前申請であることを知りませんでした。 

Ａ１ 交付決定日以降に工事請負契約を締結したものが対象となりますので、工事請負契約の締結後

の申請はできません。 

 

Ｑ２ いつから補助対象設備の工事を開始できますか。 

Ａ２ 補助対象設備の工事は、交付申請書を提出し、交付決定を受けてから開始してください。交付

申請から交付決定までの期間に補助対象設備の工事を開始したい場合には、交付申請時に事前着

手届をご提出ください（事前着手届は、交付を保証するものではありません。）。 

 

Ｑ３ 先着順など、申請の受付順序に優劣はありますか。 

Ａ３ 申請窓口に交付申請書が提出された順に受付を行い、予算額に達した時点で受付を終了します。

ただし、「交付申請書の受理」には「提出書類の添付書類がすべて揃っている」ことが必要です。

提出書類に不足がある場合は、適切な申請書を提出された方を優先し、補助金の交付を行うこと

になります。 

 

Ｑ４ 建築確認申請は行わなければなりませんか。 

Ａ４ ソーラーカーポートは建築物です。建築基準法第６条に則った、建築確認が必要になります（都

市計画区域外を除く）。都市計画区域外においても建築基準法第 15条に則り、建築工事届を行っ

てください。詳しくは、各土木事務所及び市町村の建築確認担当課までご確認ください。 

   なお、法令を遵守しない事業については、補助金の交付はできません。 
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３ 事業要件 

Ｑ１ 太陽光発電設備及び蓄電池の要件はありますか。 

Ａ１ 太陽光発電設備、蓄電池それぞれに設備設置の要件、性能基準に関する要件等がありますので

環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙２をご確認ください。 

 

Ｑ２ 太陽光発電設備で発電した電力を、定められた割合以上消費することができません。 

Ａ２ 駐車場等に導入する場合は、補助金対象設備で発電した電力を、自家消費率 30%以上かつ府内

消費率 50％以上とすることができない場合には補助対象外となります。年間の想定発電量及び自

家消費量については、専門業者に依頼するなどにより試算したうえで、事業計画書（要領別紙２）

をご提出ください。 

農地又はため池に導入する場合は、自家消費率 50%以上の要件はありませんが、自家消費され

ないものについては、京都府内の需要家に限定し、消費する必要があります。 

なお、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力（※）が生じ、京都府内の需要家で消

費できずに売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・

更新のための費用に充ててください。 

※発電量の 30%以内とします。 

 

Ｑ３ 既存のカーポートに太陽光パネルを設置するのは、本事業の対象ですか。 

Ａ３ 対象ではありません。太陽光発電一体型カーポート又は太陽光発電搭載型カーポートを新たに

設置する事業が補助対象事業となります。 

 

Ｑ４ 駐輪場へ設置するのは、本事業の対象ですか。 

Ａ４ 駐輪場への新規のカーポートの設置は、本補助事業の対象です。 

 

Ｑ５ 農地・ため池への太陽光発電設備の設置方法に制約はありますか。 

Ａ５ 【 農 地 】農地に支柱（簡易な構造で容易に撤去できるものに限る。）を設置して、営農を継続

しながら上部空間に太陽光発電設備の発電設備を設置するものを主に想定してい

ます。なお、ビニールハウスの上部等への太陽光パネルの設置については補助対象

外とします。 

【ため池】太陽光発電の設置はフロート型を主に想定しています。池底に基礎を設置する場合

も補助対象にします。 

 

Ｑ５ 耕作放棄地（作付作物なし）を使用して補助事業を行うことは可能ですか。 

Ａ５ 農地の一時転用許可を取得しており、かつ、今後（補助事業実施後）耕作する（農業と発電を

両方行う）場合は申請可能です。 

 

Ｑ６ 必要な許認可を受けることができなかった場合はどうなりますか。 

Ａ６ 必要な許認可を受けることができなかった場合は、交付決定の取消となります。 
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Ｑ７ 車載型蓄電池や可搬式蓄電池は対象となりますか。 

Ａ７ 車載型蓄電池及び可搬式蓄電池は補助対象外です。定置用蓄電池のみ対象となります。 

 

 

４ 補助対象設備・工事 

Ｑ１ 設計・監理に係る費用は補助対象ですか。 

Ａ１ 実施設計・工事監理については補助対象となります。 

 

Ｑ２ 付帯設備の補助対象範囲はどのように考えたらよいですか。 

Ａ２ 付帯設備の範囲、エネルギー起源 CO₂の排出削減に直接資する設備（補助対象経費）の適切な

稼働に直接必要な設備であって、必要最小限度のものに限ります。 

 

 

５ その他 

Ｑ１ 圧縮記帳は適用可能ですか。 

Ａ１ 固定資産の取得に本補助金を充てた場合に、法人税法第４２条第１項に定める圧縮記帳の対象

になるかどうかの判断については、管轄の税務署又は担当の税理士にご確認ください。 

 

Ｑ２ どういった場合に変更承認申請が必要となりますか。 

Ａ２ 事業実施場所の変更や補助対象設備の大幅な変更、その他計画内容の大幅な変更がある場合に

は、変更承認申請が必要です。それ以外の変更は、実績報告書の「６ 交付申請時から実績報告

までの間に、変更申請の不要な範囲で申請内容を変更した場合は、その内容」記載欄に変更内容

を記載してください。 

変更承認申請が必要な

変更例 

・太陽光発電設備の容量変更 

・導入製品の変更 

変更承認申請が不要な

変更例 

・実績報告書受付期間内の工事完了日の変更 

・申請者の法人代表者や所在地の変更 

 

 

Ｑ３ 実績報告書の提出が期限に間に合いません。 

Ａ３ 実績報告書が期限内に提出できない場合、補助金をお支払いできません。やむを得ない事情に

よる工事の遅れ等により実績報告期限内の事業完了が困難な場合は別途ご相談ください。 

 

Ｑ４ 補助事業の完了には、通電まで必要ですか。 

Ａ４ 通常は、系統連係の運転開始（＝委託・請負等した設備が稼働し、電力の供給ができる状態）
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になってから、設備の引き渡しや支払いが行われると考えられますので、連系運転開始の後の引

き渡し・支払い完了をもって事業完了となります。 

ただし、電力会社に連系手続きの申し込みをした上で、連系手続きに時間を要することを電力

会社との協議資料などで確認できる場合などは、現地施工完了後に引き渡し・支払いが完了して

いれば、事業が完了したものとして発電開始は後となっても差し支えありません。 

なお、施工業者への支払いの条件が契約書等で発電開始後となっている場合など、支払が完了

していないものについては事業完了とすることはできません。 

また、事業完了より発電開始が遅れる場合においては、発電開始時期を申請窓口へ実績報告時

に伝えるとともに、後日発電開始した際にも報告してください。 

さらに、PPA による導入事業の事業完了には、上記に加え、交付申請者である PPA 事業者と

需要家との PPA契約が締結されていることが必要です。 

 

Ｑ５ 消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（第７号様式）はいつ提出するものですか。 

Ａ５ 事業者ごとに事業年度が異なりますので、確定次第速やかに御提出ください。 

 


